
8広報にっこう

　

毎
年
11
月
12
日
～
25
日
は「
女
性

に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」期

間
で
す
。

　

ま
た
、
11
月
25
日
は「
女
性
に
対

す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
」で
す
。

▼
暴
力
は
人
権
侵
害
で
す

　

暴
力
は
、
そ
の
対
象
の
性
別
や
、

加
害
者
と
被
害
者
の
間
柄
を
問
わ
ず
、

決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
特
に
、配
偶
者
や
、内
縁
相
手
、

婚
約
者
、恋
人
な
ど
か
ら
の
暴
力（
Ｄ

Ｖ
）、
性
犯
罪
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、

売
買
春
、
人
身
取
引
、
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
、
女
性
に

対
す
る
暴
力
は
、
女
性
の
人
権
を
著

し
く
侵
害
し
尊
厳
を
踏
み
に
じ
る
行

為
で
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
女
性
に
対
す
る
暴

力
に
つ
い
て
考
え
、
暴
力
の
な
い
社

会
づ
く
り
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

▼
性
暴
力
と
は

　

同
意
の
な
い
、
対
等
で
な
い
、
強

要
さ
れ
た
性
的
行
為
の
こ
と
で
す
。

ど
ん
な
相
手（
身
近
な
人
や
夫
婦
・

恋
人
）で
も
、
ど
の
よ
う
な
状
況
や

場
所
で
も
、
性
別
や
年
齢
に
関
係
な

く
、
望
ま
な
い
性
的
な
行
為
は
性
暴

力
に
あ
た
り
ま
す
。

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間

11
月
18
日（
金
）～
24
日（
木
） 

午
前
8
時

30
分
～
午
後
7
時（
土
曜
・
日
曜
日
は
午

前
10
時
～
午
後
5
時
）

☎
０
５
７
０（ぜ

ろ
な
な
ぜ
ろ
の
は
ー
と
ら
い
ん

０
７
０
）８
１
０

人
権
相
談
所
の
特
別
開
設

　

人
権
週
間
に
あ
わ
せ
、
通
常
の
人
権
相

談
の
ほ
か
に
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権

相
談
所
の
特
別
開
設
を
し
ま
す
。

犯
罪
被
害
者
等
の
人
権

　
平
成
17
年（
２
０
０
５
年
）に
、
犯
罪
被

害
者
と
そ
の
家
族
の
権
利
利
益
の
保
護
を

目
的
と
し
た
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
」

が
施
行
さ
れ
、
近
年
、
犯
罪
被
害
者
等
の

人
権
問
題
へ
の
社
会
的
関
心
も
高
ま
り
、

犯
罪
被
害
者
等
の
保
護
や
支
援
が
図
ら
れ

て
き
て
い
ま
す
。

　

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族
が
受
け
る
被

害
は
、
犯
罪
に
よ
る
直
接
的
な
被
害
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精
神
的
な
苦
痛
、
治

療
費
の
支
出
な
ど
に
伴
う
経
済
的
負
担
、

周
囲
の
心
な
い
言
動
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
通
じ
た
誹ひ

ぼ
う謗
中
傷
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

侵
害
な
ど
、
被
害
後
に
生
じ
る
二
次
的
被

害
に
苦
し
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
が
再
び
平
穏

な
生
活
を
営
む
た
め
に
、
市
は
、
県
や
支

援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
、
窓
口
の
相
談
や

犯
罪
被
害
者
等
の
状
況
に
即
し
た
対
応
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
市
民
の
皆
さ
ん

一
人
ひ
と
り
が
犯
罪
被
害
者
等
の
置
か
れ

て
い
る
状
況
を
正
し
く
理
解
し
、
配
慮
す

る
こ
と
も
必
要
で
す
。

犯
罪
被
害
者
等
の
相
談
窓
口

公
益
財
団
法
人
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
と

ち
ぎ（
宇
都
宮
市
桜
４
‐
２
‐
2
栃
木
県

立
美
術
館
普
及
分
館
2
階
）午
前
10
時
～

午
後
４
時（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
）

☎
０
２
８（
６
４
３
）３
９
４
０

０
２
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６
２
３
）６
６
０
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▼�

あ
な
た
の
気
持
ち
を
伝
え
て
く
だ

さ
い

　

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
に
、
ま
ず
は
相

談
し
て
く
だ
さ
い（
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
）。
ま
た
、
被
害
者
か
ら
相
談

さ
れ
た
ら
、
専
門
の
相
談
機
関
が
あ

る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

12月4日～10日は人権週間です 

～人権についてみんなで考えよう～
　　　　　　　　　　　　くわしくは　総務課　人権・男女共同参画推進係　☎0288-21-5184
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相談窓口
相談機関 電話番号

日光市女性相談ほっとライン
平日（午前８時30分〜午後５時15分） 0288-30-4140

（性被害）とちぎ性暴力被害者サポート
センター　とちエール

028-678-8200
または #

はやくワンストップ
8891

（性被害）栃木県警察性犯罪被害者相談
電話

0120-363-339
または #8

ハートさん
103

人権相談所の特別開設
会場 実施日 受付時間 問合先

市役所本庁舎 12月９日（金）
午後１時30分
　　 〜３時30分

総務課�☎21-5184

日光公民館
12月５日（月）

市民サービス係�☎54-1116

藤原公民館 市民サービス係�☎76-4104

銅やまなみ館
12月８日（木）

午後２時〜４時 市民サービス係�☎93-3112

湯西川公民館 午前10時〜正午 市民サービス係�☎97-1114

※�足尾地域（銅やまなみ館）および栗山地域（湯西川公民館）については、通常の人権
相談開催となります　

※緊急を要する場合は、110番通報をしてください

C
キ ュ ア
ure�T

タ イ ム

ime
内閣府による性
暴力に関するＳ
ＮＳ（チャット）
相談（毎日午後
５時〜９時）

　
市
は
、「
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
明
る
く
住
み
よ
い
社
会
」
の
実
現
を
目

指
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。



みんなで子どもの虐待を防ぎましょう！
　毎年 11 月は「児童虐待防止推進月間」です。 

くわしくは　子ども家庭支援課　家庭児童相談室　☎ 0288-30-7830　

こんなことは虐待のサインかもしれません
　・�尋常ではない大人の怒鳴り声と子どもの泣�
き声が聞こえる

　・子どもに不自然な傷やあざがある
　・子どもが家の外に締め出されている
　・いつも同じ衣服、汚れた衣服を着ている
　・子どもの前で夫婦ゲンカをしている
　・夜間に子どもだけで留守番をさせている

　保護者が「しつけ」「子どもにとって必要なこと」
だと思っても、子どもの心や体が傷つく行為は「児
童虐待」になります。
　虐待は、どの家庭でも起こりうる身近な問題で
す。もし「児童虐待かも？」と思っても、「違っ
たらどうしよう」と相談をためらうと、そこに虐
待があった場合、子どもは被害を受け続けること
になります。虐待のサインを少しでも感じたら、
ためらわず相談してください。

　子育ては、気力・体力を使いとても大変です。
子育ての大変さを家族や周囲の人にわかってもら
えず保護者自身も苦しんでいたり、孤独によりそ
のストレスを子どもに向けてしまったりすること
もあるかもしれません。保護者を責めるだけでは
問題は解決しません。保護者だけで抱え込まない
ように、周囲の温かい支えが必要です。地域みん
なで声かけや支援を行い支えていきましょう。
　また、市家庭児童相談室でも子どもに関する相
談を受け付けていますので、気軽にご相談くださ
い。地域の民生委員・児童委員および主任児童委
員も相談に応じています。

相談先相談先（電話は24時間対応）（電話は24時間対応）

児童相談所虐待対応ダイヤル�☎1
イチハヤク

89（通話無料）
市家庭児童相談室�☎�0288-30-7

ナヤミゼロ

830
※�連絡した方の秘密は守られます。匿名でも構いません

加
入
資
格

　

年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
し
て
い

る
、
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者（
国

民
年
金
の
保
険
料
納
付
免
除
者
を
除
く
）

で
、
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
、
ま
た
は

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
国
民
年
金
の
任
意

加
入
者

※�

国
民
年
金
基
金
や
確
定
拠
出
年
金（
イ

デ
コ
）と
の
重
複
加
入
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

※�

国
民
年
金
の
付
加
年
金
へ
の
加
入
が
必

要
で
す

※�

令
和
４
年
５
月
１
日
か
ら
加
入
可
能
年

齢
が
65
歳
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

保
険
料

　

自
分
で
保
険
料
を
決
め
ら
れ
ま
す（
い

つ
で
も
見
直
し
可
能
）。

　

月
額
２
万
円
を
基

本
と
し
て
、
最
高
６

万
７
、０
０
０
円
ま
で

千
円
単
位
で
選
択
で

き
ま
す
。

一
生
涯
受
け
取
れ
る
終
身
年
金
で
す

　
年
金
は
亡
く
な
る
ま
で
受
け
取
れ
、
仮

に
加
入
者
や
受
給
者
が
80
歳
前
に
亡
く

な
っ
た
場
合
で
も
、
死
亡
し
た
翌
月
か
ら

80
歳
ま
で
に
受
け
取
れ
る
は
ず
の
農
業
者

老
齢
年
金
を
死
亡
一
時
金
と
し
て
遺
族
が

受
け
取
れ
ま
す
。

※�

農
業
者
年
金
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://www.nounen.go.jp/

）
で
、

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
使
っ
て
年
金
受
給

額
試
算
が
簡
単
に
で
き
ま
す

税
制
面
の
優
遇
措
置
が
あ
り
ま
す

　

納
付
し
た
保
険
料
は
全
額（
年
額
12
万

円
～
80
万
４
、０
０
０
円
）社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

一
定
の
要
件
を
満
た
す
農
業
者
に
は

保
険
料
の
国
庫
補
助
が
あ
り
ま
す

　
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
を
し
て
い
る

な
ど
、
農
業
の
担
い
手
と
な
る
方
は
、
国

か
ら
月
額
最
高
１
万
円
の
保
険
料
補
助
が

あ
り
ま
す
。

農
業
者
年
金
へ
加
入
し
ま
し
ょ
う

　
　
　
　
　
〜
農
業
者
年
金
の
特
徴
と
メ
リ
ッ
ト
〜

く
わ
し
く
は　
農
業
委
員
会
事
務
局　
☎
０
２
８
８（
21
）５
１
７
３

　
農
業
者
年
金
は
、「
農
業
者
の
老
後
生
活
の
安
定
･
福
祉
の
向
上
と
農
業
者
の
確
保
に
資

す
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
公
的
年
金
で
、
昭
和
45
年
に
創
設
さ
れ
、
平
成
13
年
に
現
在
の

制
度
と
な
り
ま
し
た
。

9 2022 年 11 月号


	koho-nikko2022.11.212_web  8
	koho-nikko2022.11.212_web  9

